
 - 1 -

    

    

平成平成平成平成１９１９１９１９年第年第年第年第３３３３回回回回（（（（９９９９月月月月））））南丹市議会定例会会議録南丹市議会定例会会議録南丹市議会定例会会議録南丹市議会定例会会議録（（（（第第第第４４４４日日日日）））） 

                                       平成１９年９月１４日（金曜日） 

 

議事日程議事日程議事日程議事日程（（（（第第第第４４４４号号号号））））    

                      平成１９年９月１４日 午前１０時開議 

    日程第 1   一般質問 

    日程第 2   議案第９８号から議案第１００号まで（提案理由説明、質疑、付託） 

    日程第 3   議案第７６号から議案第８７号まで（質疑、付託） 

 日程第 4   議案第８８号から議案第９７号まで（質疑、決算特別委員会設置、付託） 

 

本日本日本日本日のののの会議会議会議会議にににに付付付付したしたしたした事件事件事件事件    

    日程第 1   一般質問 

    日程第 2   議案第９８号 政治倫理の確立のための南丹市長の資産等の公開に関する条 

例の一部改正について           （市長提出） 

議案第９９号 南丹市国民健康保険条例の一部改正について （市長提出） 

議案第1 0 0号 平成１８年度（繰越）南丹市市営バス中型バス購入契約につ 

いて                   （市長提出） 

    日程第 3   議案第７６号 南丹市医療対策審議会条例の制定について  （市長提出） 

議案第７７号 南丹市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について 

（市長提出） 

議案第７８号 南丹市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につ 

いて                   （市長提出） 

議案第７９号 南丹市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

（市長提出） 

議案第８０号 南丹市公共下水道事業及び南丹市農業集落排水事業整備基金 

条例の一部改正について          （市長提出） 

議案第８１号 平成１９年度南丹市一般会計補正予算（第２号） 

（市長提出） 

議案第８２号 平成１９年度南丹市国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第２号）                （市長提出） 

議案第８３号 平成１９年度南丹市介護保険事業特別会計補正予算 

（第１号）                （市長提出） 

議案第８４号 平成１９年度南丹市簡易水道事業特別会計補正予算 

（第１号）                （市長提出） 



 - 2 -

議案第８５号 平成１９年度南丹市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

（市長提出） 

議案第８６号 平成１９年度南丹市商品券事業特別会計補正予算（第１号） 

（市長提出） 

議案第８７号 平成１９年度南丹市土地取得事業特別会計補正予算 

（第１号）                （市長提出） 

 日程第 4   議案第８８号 平成１８年度南丹市一般会計歳入歳出決算認定について 

（市長提出） 

議案第８９号 平成１８年度南丹市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

認定について               （市長提出） 

議案第９０号 平成１８年度南丹市老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定 

について                 （市長提出） 

議案第９１号 平成１８年度南丹市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定 

について                 （市長提出） 

議案第９２号 平成１８年度南丹市市営バス運行事業特別会計歳入歳出決算 

認定について               （市長提出） 

議案第９３号 平成１８年度南丹市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定 

について                 （市長提出） 

議案第９４号 平成１８年度南丹市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて                  （市長提出） 

議案第９５号 平成１８年度南丹市商品券事業特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて                  （市長提出） 

議案第９６号 平成１８年度南丹市土地取得事業特別会計歳入歳出決算認定 

について                 （市長提出） 

議案第９７号 平成１８年度南丹市上水道事業会計決算認定について 

（市長提出） 

 

出席議員出席議員出席議員出席議員（（（（２２２２５５５５名名名名））））    

 1番 仲   絹 枝    2番 大  一 三     3番 高 野 美 好 

 4番 森    次    5番 川 勝 眞 一     6番 末 武   徹 

 7番 橋 本 尊 文    8番 中 川 幸 朗     9番 小 中   昭 

 11番 川 勝 儀 昭    12番 藤 井 日出夫    13番 矢 野 康 弘 

 14番 森   嘉 三    15番 仲 村   学    16番 外 田   誠 

 17番 中 井 榮 樹    18番  村 則 夫    19番 井 尻   治 

 20番 村 田 憲 一    21番 松 尾 武 治    22番 八 木   眞 

 23番 谷   義 治    24番 吉 田 繁 治    25番 村 田 正 夫 
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 26番 高 橋 芳 治 

 

欠席議員欠席議員欠席議員欠席議員（（（（なしなしなしなし））））    

 

事務局出席職員事務局出席職員事務局出席職員事務局出席職員職氏名職氏名職氏名職氏名    

        事 務 局 長            勝 山 秀 良                    課 長 補 佐   森   雅 克 

  係 長   西 村 和 代     主 事   井 上 美由紀 

 

説明説明説明説明のためのためのためのため出席出席出席出席したしたしたした者者者者のののの職氏名職氏名職氏名職氏名    

市 長     佐々木 稔 納     副 市 長     仲 村   脩 

副 市 長     岸 上 吉 治     教 育 長     牧 野   修 

参 与     國 府 正 典     参 与     浅 野 敏 昭 

参 与     中 島 三 夫     総 務 部 長     塩 貝   悟 

企画管理部長     松 田 清 孝     市 民 部 長     草 木 太久実 

福 祉 部 長     永 塚 則 昭     農林商工部長     西 岡 克 己 

土木建築部長     山 内   明     上下水道部長     井 上 修 男 

教 育 次 長     東 野 裕 和     会 計 管 理 者     永 口 茂 治 

 

午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時００００００００分開議分開議分開議分開議    

    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 皆さん、おはようございます。 

  ご参集、ご苦労に存じます。 

  ただいまの出席議員は２５名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより９月定例会を再開して、本日の会議を開きます。 

  それでは、ただちに日程に入ります。 

 

日程第日程第日程第日程第１１１１    一般質問一般質問一般質問一般質問    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 日程第１「一般質問」を行います。 

  ６番、末武徹議員の発言を許します。 

○○○○議員議員議員議員（（（（６６６６番番番番    末武末武末武末武    徹徹徹徹君君君君）））） おはようございます。 

議席番号６番、丹政クラブの末武でございます。議長のお許しを得ましたので、通告に

従いまして、１点目は道路改良の問題、２点目が景観保全に関して、３点目として高齢者

福祉に関して、この３点について、市長並びに教育長に対しまして、質問をさせていただ

きます。 

今日は一般質問３日目でございまして、市長をはじめ理事者、そして、市の幹部職員の
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皆さんにはお疲れのことと思いますので、質問もできるだけ簡潔にさせていただきたいと

思っております。そうでございますので、回答も前向きに回答をお願いをしたいと思うと

ころでございます。 

それでは１点目、道路改良について、質問をさせていただきます。 

府道１９号日吉船岡間、これまでからいわれております通称たてかべ付近の道路改修の

見通しについて、市長に見解をお伺いいたします。 

私は市長が就任されました初めての昨年の６月議会に、この区間の道路改良について、

質問をいたしました。市長からも、鋭意、府へ働きかけ、早期に改修が図られるよう努力

をしたいという、そうした旨の回答をいただいたところでございます。過日、藤井議員か

らもこのことにつきましては質問も出まして、市長のお考えなり、見通し等についてもお

聞きをしたところでございますが、再度質問をさせていただきます。府道１９号に関しま

しては、京阪神から日本海に抜ける幹線道路としまして、たいへん重要な役割を果たしつ

つございます。現在、工事が進められております宮脇和泉間には下吉田トンネル、そして

鶴ヶ岡方面に延びます国道１６２におきましては、棚バイパスの工事が進められておりま

して、聞くところによりますと、今年度中に供用開始と伺っております。また、今後、計

画をされております和泉バイパス、宮島地区の美山の中心部を通るバイパスでございます

が、これにもまた、工事が間もなくかかられるということを伺っておりまして、これらが

完成をいたしますと、今後、今、以上に大型のトラックですとか、観光バスですとか、そ

うした車両の交通量がたいへん増加をするということが予想をされております。あの通称

たてかべ一部区間は非常に曲がりくねった狭い部分がございまして、そのために事故も

度々起こっておるというふうに認識をしております。最近は合併をきっかけにしまして、

ゲートボールの愛好者とか、グランドゴルフの愛好者さんが市全体の交流試合といいます

か、イベントが盛んに行われてまいりまして、７０歳前後の方々が、車がなければ会場ま

で行けないということで、あの道路を通っておられるわけですが、非常に狭い所で何とか

ならんかという声、また運転しておったらヒヤッとするときが、時々あるというような声

も聞きますなり、また園部地内、八木地内のお方につきましても、合併後、日吉方面、ま

た美山の方面へ行く機会も増えたと。あの道だけは何とか早急に改良してほしいという、

本当に切実な願いを聞いておるところでございます。現在、府がこの区間について、本当

に改良を検討されておるのか、いないのか、また市長が府当局にどのような働きかけをな

されておるのか、具体的にお聞きをしたいと。市長の把握をされていらっしゃる範囲で、

現況をお伺いをいたしたいとこのように思うところでございます。 

２点目は景観環境保全と関連しまして、かやぶき屋根保存基金の拡充についてでござい

ます。 

美しい田園風景にかやぶき屋根がかもし出します、のどかな風景は我々の心に安らぎを

与えてくれますし、こうした農村景観を大切にすることは都市の住民にも癒しを与えてお

ります。都市と農村との交流を、今後、積極的に進める上からは、かかせない視点である
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と考えております。美山地内だけでなしに南丹市全域には、歴史的な趣のあるかやぶき建

造物、また、それに準ずるかやぶき民家等が現存をしております。これらを保存奨励し、

農村の原風景を都市住民に広く提供することは、豊かな田園都市、南丹市のイメージアッ

プ、そんなものにつながると考えます。ところで美山地内には、現在、南丹市以外から移

り住んだ若者も含めまして、かやぶき屋根職人が１０数名定着をしておりまして、美山町

内をはじめ近畿一円のかやぶき屋根の補修なり、葺き替え工事に励んでおります。しかし、

冬場には雪が降って仕事ができんということで、雪の少ない他府県に仕事を求めて出かけ

ております。そうしなければ生活ができないという、出かけなければならない状態でござ

いまして、そんなことから現地での生活費もかさみますなり、また材料の運搬等々にも距

離もございまして、かなり経費が要るようでございます。そうしますと、重労働のわりに

は実質収入が少ないという苦労を聞いておるところでございます。南丹市全域に存在する、

かやぶき建造物の中で持ち主がかやぶき屋根にこだわりを持たれ、どうしても残していき

たいなあと、そんな意欲のある方に限定をして、この助成を広げていってはどうでしょう

か。そうなれば、園部地内、八木地内でのかやぶきをお持ちの方々も、どうしようかなあ

と思案をしておられる方もあろうと思いますが、かやぶき屋根を葺き替えていこうという

方が、今、以上に増えてくるのではないかな、こう思いますし、そうなりますと、かやぶ

き職員への仕事も増えてまいります。冬場、遠い他府県に出稼ぎに行かなくても、この雪

の少ない園部地内、八木地内での冬場の仕事が、若干、確保できるのではなかろうかと、

こんなことも思っておるところでございます。併せまして、国指定のかやぶきの里、あの

北の伝建地区と申しておりますが、国指定の地区の保存にもかやぶき職人は不可欠でござ

いますが、将来かやぶき職人が、これでは生活もうできないということでですね、かやぶ

き職人を辞めていくということになってまいりますと、伝建地区の保存すらですね、これ

は困難になってくるわけでございます。豊かな田園都市、南丹市を全国に発信するために

も、そして、かやぶき職人の育成のために市内での仕事場確保の観点から、市内全域にか

やぶき屋根助成を拡充してはどうかと考えますが、そのためには、かやぶき屋根保存基金

をおいていただいておるわけでございますが、この拡充が必要になってこようかと思いま

す。これにつきまして、市長並びに教育長のご見解をお伺いをいたします。 

最後、３点目でございますが、高齢者福祉に対しまして、このたび地域包括支援センタ

ーというのが設置をされておりますが、この市としての支援について、お伺いをいたしま

す。 

南丹市が策定されました高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画を見ますと、基本方針

の一つに地域包括支援センターを中心とした地域ケア体制の推進という項目がございまし

て、そこには「高齢者が介護や支援が必要な状態になっても、安心して地域で暮らし続け

ることができるよう、高齢者を地域全体が支える体制の構築をしていきます」とあります。

また、地域住民の心身の健康の維持、生活の安定のための必要な援助を行い、医療と密接

な連携の下に、保健福祉の充実を包括的に支援する地域の中核機関、地域包括支援センタ
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ーを中心として、身近な地域の中でいつでも相談したり、情報提供の場を確保していくと

いう旨がうたわれております。現状を見ますと、この計画に基づきまして、この平成１９

年度から社会福祉協議会によりまして、事業が実施をされております。支援センター本所

は日吉町に、それ以外の３町は支所機能としてのサブセンターが置かれておりますが、今

後、ますます高齢化が進むなかで、この地域包括支援センターの機能拡充が必要となって

くると思います。社会福祉協議会の本庁、日吉にあります本庁には、制度にのっとり主任、

ケアマネージャーですとか、保健師、ケアマネージャーが置かれているわけですが、美山

のサブセンターだけを見てみますと、地域コーディネーターとして職員が１人だけ置かれ

ておりまして、主に高齢者の家庭に出向いて相談活動をされております。今後、より高齢

者が増えるなかで、このような体制で果たして十分な対応がしていけるのか、支援センタ

ーとしての役割が果たしていけるのか、たいへん心配をしておるところでございます。本

所以外の三つのサブセンター、人的拡充、体制強化を今から準備すべきと考えますが、市

長の見解をお伺いいたします。 

以上、３点にわたって質問をさせていただきました。 

１回目の質問を終わらせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 末武徹議員の１回目の質問が終わりました。 

  答弁を求めます。 

  佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） おはようございます。 

それでは、末武議員のご質問にお答えをいたします。 

  道路の問題につきまして、通称たてかべという部分の改良の見通しについてのご質問で

ございましたが、ご質問の中で議員ご指摘いただきましたとおり、私もこの部分、たいへ

ん重要な道路であるというふうに認識をいたしておるところでございますし、ご質問にも

ありましたように、美山町内の下吉田トンネル、また棚バイパス、そして、和泉バイパス

等が完了いたしますと、まさにこの交通量の増加も予測されるわけでございますし、こう

いったなかで、先般のご質問の中でもお答えいたしましたけれども、早期に改修に着手し

ていただくようなことを就任以来、お願いを続けておるところでございます。現在のとこ

ろ１６年度から京都府におきましては、企画調査を継続して取り組まれておるというのが

現状であるわけでございますけれども、具体的にどうなのかということでございますけれ

ども、あの部分、一応の改良は済まされておるという認識がなされております。しかしな

がら、ＪＲ山陰線の橋りょうもありますし、また山の部分、こういうようななかで調査を

続けられとるということでございます。また１５０㎜が超えますと、通行止めになるとい

うふうなこともありまして、改良の工事もしていただいとるわけですが、そういったなか

で、今、企画調査を取り組んでおるということですので、今しばらく検討に時間をいただ

きたいという旨を京都府からお聞きしております。しかしながら、やはり合併以前からの

経緯もあります。こういったなかで交通量も増加するということでございますので、これ
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からも早期整備実現に向けまして、より強い要望を続けていきたいというふうに考えてお

りますので、議員各位におかれましてもご協力を賜りますように、お願いを申し上げる次

第でございます。 

  次に、かやぶき屋根の関係でございます。かやぶき屋根の、いわゆる職人さんといわれ

る皆さん、たいへん優秀な技術をお持ちの方がおられるということを、他所の地域からお

聞かせいただいたようなこともありまして、美山のかやぶき職人さんは優秀ですね、とい

うようなお言葉もいただいております。こういったなかで、旧美山町当時より伝建保存地

区として北地区を指定いただき、また、そういったなかで日々、このかやぶき屋根の保全、

また、ひいては観光振興にご尽力いただいております皆さま方に、心から敬意を表する次

第でございます。今、ご指摘がございました、かやぶき屋根の保存基金の拡充、また修理

助成につきまして、大変このことが役立っておるということは私も認識しておるわけでご

ざいますけれども、今、南丹市かやぶきの里保存基金の原資、また一般財源の持ち出しに

よって、年次計画的に葺き替え助成を、美山地域に限定して行っておるという現状でござ

います。かやぶきの里保存基金の拡充をというお話でございますが、一般財源の持ち出し

もいたしておるなかで、今の財政状況から新たに基金の拡充をすることは、今のところ財

政状況からは、困難な状況であることが今の現状でございます。また、こういったなかで、

市全域におきましての拡充というお話でございますけれども、現在、京都府の社寺等の文

化資料としての保存・保全補助金を活用して、かやぶき屋根を含む事業に対して、助成を

行っていただいとるわけでございますけれども、適用につきましては、京都府の制度では

江戸時代以前の建物という補助制度でございます。こういったなかで、先ほど申しました

ような財政状況の中、たいへん市として基金拡充なり、一般財源をこれ以上持ち出すとい

うことは困難な状況があるわけでございますけれども、ただいま、ご指摘いただきました

ようなたいへん厳しい、今、これを保全していくというのは困難な状況であるということ

を十分考えまして、そのほかの方法とかないか、今後、十分に検討していかなければなら

ない、いうふうに思っておる次第でございます。また教育委員会からの見解のあると思い

ますので、後ほど教育長からも答えがあると思います。 

  次に高齢者の問題につきまして、地域包括支援センターの状況でございます。 

ご質問にもございましたように、南丹市社会福祉協議会に委託して事業展開をはじめた

ところでございます。本庁としての統括機能を発揮していただきつつ、社会福祉協議会の

各支所については地域包括支援センターの窓口、相談窓口のサブセンターと位置づけて、

担当職員も決め、地域包括支援センター機能の一部を担う形態をとっていただいとるのが

現状でございます。現在、サブセンター担当職員の皆さんに、定期的に研修会を実施して

いただきまして、サブセンター機能の充実、資質向上に努めていただいておるのが現状で

ございます。こういったなかで人的拡充を含めて、委託業務ということでございますので、

その内容の見直しにつきましては、今、しばらくその状況、十分検討するなかで、今後の

方策について検討していきたい、このように考えておりますので、ご理解を賜りますよう
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によろしくお願い申し上げます。 

  以上、答弁といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 続いて、答弁を求めます。 

  牧野教育長。 

○○○○教育教育教育教育長長長長（（（（牧野牧野牧野牧野    修修修修君君君君）））） おはようございます。 

  末武議員のご質問にお答えをいたします。 

  かやぶきの里は日本の原風景ともいわれまして、そのかもし出す風景は、私たちに一種

の感動を与えるような状況でありまして、改めて北伝統的建造物群保存地区の皆さん方、

あるいは関係者のご努力に、敬意を表するところでございます。なお、このかやぶきの里

保存基金の拡充ということでございますが、今後の基金運用につきましては財団法人民間

都市開発推進機構の基金助成等が活用できるよう、その運用を検討してまいりたいとこの

ように思っております。 

また、今後、市全体に助成を広げることについての考え方については、たいへん財政が

厳しい状況の中であります。そういう状況の中で南丹市景観計画の策定にあたって、保存

すべき範囲や地域を慎重に審議するなかで、その対応を検討してまいりたいと、このよう

に考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 答弁が終わりました。 

  末武徹議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（６６６６番番番番    末武末武末武末武    徹徹徹徹君君君君））））    再度、質問をさせていただきます。 

  １点目の道路改良に関しまして、私は府が検討されております、ささやかな資料を入手

をいたしております。これを見ますと、積極的な検討はされておるようには感じませんが、

案として一つ、現道の拡幅改良、二つ目がトンネル化と、この二つの案が検討をなされて

おるということでございまして、私は理想としましては２車線、全面トンネル化、特に狭

い場所だけでもですね、日吉の生コンさんから紅春さんですか、建物がありますね、あの

辺りまでの部分、２車線のトンネル化が理想的だと、こういうふうに思っておりますが、

府も財政難の中でですね、なかなか難しいだろうというふうな予想をするなかで、早期改

良を図るためにはですね、園部から日吉方面にかけては１車線のトンネル化、少し道幅の

狭い１車線のトンネル化、反対方向ですね、日吉側から園部の方へ向かって走るには現道

の拡幅、相互片側通行に部分的になるわけでございますが、こうすればですね、工事費も

安くつきますし、早く完成ができるのではないかと思っております。また、こうしますと、

トンネルの出口両サイドにですね、信号機もいらんわけでございます。平行して走ります

から。こういう辺りも視野に入れて、府へも働きかけていくという、そういうお知恵を出

していただく、その辺りがたいへん大事でなかろうかと思っておりますが、このことにつ

いて、再度、市長にお伺いをいたします。 

  ２点目にかやぶき基金の関連でございますが、教育長から答弁をいただきました財団法

人民間都市開発推進機構なるところの資料も、私も入手をしております。この推進機構な
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るところが、住民参加型まちづくりファンド助成というものを創設をいたしております。

これは国の補助をいただいた、この機構が景観保全、伝統文化の継承及び歴史的建造物の

保存等に対し、基金を積んで積極的に取り組んでいこうとする市町村に対して、助成をし

ましょうというものでございます。国も今まで経済優先、効率優先の施策から伝統文化の

継承とか、景観保全、いわば日本人の心の回復に力点をシフトしようとしておるものと考

えまして、これらに対しまして、大幅に援助をしていこうという形に変わりつつあると、

私は認識をしております。この助成制度は既にご承知かと思いますけれども、例を上げま

すと、２，０００万円の基金を積めば、その半額の１，０００万円を上乗せして助成しま

しょう、すなわち基金が３，０００万円になるわけでございまして、誠にありがたい制度

であろうと思っております。２，０００万の貯金して、１年で１，０００万の利子がつい

て返ってくる、こんなことでございます。財政事情たいへん厳しいことは重々理解をして

おりますが、かやぶき屋根保存基金は１９年度末で２，０００万少々となりまして、この

ままいきますと、数年で底を突くだろうということが予想されますから、この際ですね、

２，０００万、現基金がございますので、この際、１，０００万上積み基金を、上積みを

されまして、そして４，５００万にそうなりますと、基金がなるわけでございますので、

この制度を活用されまして基金を増やし、田園都市南丹市づくりへの基盤を築かれていく

ことが、本市の将来を考えるとき、本当に大切なことだと、私は思っておるんですが、再

度市長並びに教育長の見解をお伺いをいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 答弁を求めます。 

  佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） ただいま、たてかべの改修につきましての、実は私、今、ご

提案初めてお聞きしたわけでございます。この点、参考にさせていただきまして、具体

的にどういうふうな工法もありますし、また経費の関係もありますので、ちょっと検討

をさせていただきたい、このように考えておるところでございます。 

また、ちょっとこれは教育長からもお話あると思いますけれども、保存基金の拡充の問

題、これは今ご提案のありました件も含めまして、それぞれ検討していかなければならな

いというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 牧野教育長。 

○○○○教育教育教育教育長長長長（（（（牧野牧野牧野牧野    修修修修君君君君）））） ご質問にお答えをいたします。 

  保存基金の関係でございますが、現行では上積みっていうのはたいへん厳しい状況にあ

りまして、現基金に対しての上積みということで検討を進めてきているわけでございます。

なお、議員のご指摘のように上積みをして、その２分の１というような状況、この辺のと

ころは十分検討をさせていただきながら、有効な条件なりを進めてまいりたいとこのよう

に思っておりますので、ご理解賜りたいと思います。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 答弁が終わりました。 

  次に１５番、仲村学議員の発言を許します。 
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○○○○議員議員議員議員（（（（１１１１５５５５番番番番    仲村仲村仲村仲村    学学学学君君君君））））    皆さん、改めまして、おはようございます。 

  議席番号１５番、丹政クラブの仲村学でございます。 

一般質問も三日目となりました。他の質問と重複するところが多々あろうかと思います

けれども、どうかご了解のほど、よろしくお願いを申し上げます。 

  それでは通告に従いまして、質問に入らせていただきます。 

  まず、はじめに大規模災害を想定した防災体制について、お伺いをいたします。 

近年、世界中で大規模災害が頻発しています。２１世紀はマルチハザードの時代だと言

われ、地球温暖化に象徴されますように、様々な環境破壊により異常気象を引き起こし、

海面上昇やヒートアイランド現象が原因と考えられる集中豪雨など、深刻な地球環境問題

となっています。国内においても台風などによる風水害、土砂災害、火山災害、また火災、

爆発、放射能漏れなど、天災・人災が近年頻発している状況であります。特に、広域に甚

大な被害をもたらす地震については、世界中で発生する地震の１割が日本で発生するとい

われ、大地震に限ってみれば、２割に達するということであります。１９９０年以降その

動きが活発化しており、１９９５年に阪神淡路大震災が発生し、口丹波地域でも強い揺れ

を観測しました。また２０００年以降も鳥取県西部、芸予、三陸南、十勝沖、新潟県中越、

福岡県西方沖、宮城と数々の大地震が発生しており、今年に入ってからは３月に能登半島

地震、石川でマグニチュード６．９、最大震度６強が発生をいたしました。また７月には

新潟県中越沖地震、新潟・長野でマグニチュード６．８、最大震度 6強が発生し、死者１

１人、負傷者１，９６０人、住宅被害全半壊４，８７６棟、一部損壊３万４，１１３棟と

いう甚大な被害をもたらす結果となったことは、記憶に新しいところであります。被災さ

れた皆さまには、心からご冥福とお見舞いを申し上げる次第であります。さて、これらの

結果は、決して他人事で済まされる問題ではありません。今後、高い確率で発生が予想さ

れる東海地震、東南海地震、南海地震、また宮城県沖地震、首都直下地震などはテレビ、

新聞報道などにより、多くの方に周知がされており、官民あげての震災対策が進められて

いるようであります。また、気象庁が昨年から試験運用を行ってきました緊急地震速報の

提供が、来月１日から一般にも開始されます。これは大きな揺れが来る前に、予測震度な

どを知らせるという、世界的に見ても画期的なシステムであるといわれています。このよ

うに、全国的に防災に向けての機運が高まるなか、私どもの地域に目を向けてみますと、

これまで本市地域近辺を震源とする主な地震に、１９６８年にマグニチュード５．６を観

測した和知地震があります。この地震を引き起こしたのは京都西山断層群の一つであると

もいわれる旧和知町・瑞穂町を走る三峠断層で、府内でも最大規模の活断層の一つである

といわれています。幸い当時は大きな被害はなかったようですが、そのほかにも本市地域

には複数の大きな活断層が存在しており、注意が必要だといわれてきましたが、先月の新

聞報道にたいへんショッキングな記事が掲載されていました。先日にも質問され重複いた

しますが、殿田・神吉・越畑断層のことであります。主な影響域は南丹で被害予測はマグ

ニチュード７．２、最大予測震度７、死者３，４００人、要救助者１万９，０００人、短
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期避難者４２万６，０００人で、建物被害は全壊７万７，６００棟、半壊・一部損壊は１

５万５，５００棟、焼失建物８，６００棟という被害数量が京都府地震被害想定調査委員

会から発表されました。府内では京都市内を走る花折断層に次ぐ大規模被害が予想される

という、たいへん危惧される内容の記事でありました。被害予測とはいえ、これまで発生

した地震と、また同じく、今後、発生するであろうと思われる地震と比較しましても大き

く、この地域にとって危機的な被害数量が想定されています。発生確率は低いとのことで

すが、京都府地域も地震の活動期に入ったといわれています。先にも申しました新潟県中

越、福岡県西方沖地震などは、まったく発生予測がされていなかった所で起こったという

ことであり、日本のすべての地域でいつ何時、大地震が発生しても不思議ではない状況で

あるといえます。また、つい先日の報道でありますが、国の機関を耐震調査したところ、

全国で３８３の建物が震度６強で倒壊・損壊の恐れがあることが判明し、このなかには災

害時における防災指令の中枢を担う施設も含まれていたようで、早急に建替えや改修を行

うようであります。以上のような事柄を踏まえまして、本市においても、より強固な防災

体制の構築が重要であると考えます。しかし、一言で防災と申しましても、ハード・ソフ

トの両面におきまして多岐にわたる難しい問題であります。その辺は十分理解をいたして

おるつもりでございますが、今回の深刻なこの調査結果が出た以上、大地震発生に備えて

の防災体制について、南丹市地域防災計画の見直しなど、早急に取り組むべきであると考

えますが、今後本市においてはどのような取り組みをされるのか、また、万が一発生した

場合は、一刻も早い復興が待たれるといったような状況となるわけでありますが、特に震

災後のライフラインなどの復旧体制について、より具体的な計画も必要であると考えます

が、市長のご所見をお伺いをいたします。 

  次に、昨年に引き続き交通網の整備について、質問をさせていただきます。 

高齢化社会への移行や過疎地域の交通手段を守るという意味において、高齢者などの移

動手段となる公共交通機関の役割は、今後、ますます重要となってきます。また、マイカ

ー普及に伴う交通渋滞や多発する交通事故は社会問題となり、大気汚染・騒音・振動など

の環境問題がより深刻な状況になりつつあります。こうしたことから、公共交通機関は安

全で利用しやすい、人に優しい交通、また省エネルギーや環境保全に優れた地球に優しい

交通として見直されてきておりますが、一方で利用者は減少を続け、鉄道・バス事業者の

企業努力にもかかわらず、経営状況は厳しさを増し、維持存続が危ぶまれる状況となって

いる路線が全国で数多く見受けられます。このため国・府・市町村では、これまで路線を

維持存続していくために財政的支援を行ってきましたが、財政難の折り、同時に経費削減

を過分に求めたことによるダイヤなどの利便性の低下や、さらには安全性の低下にまで及

んでいる事例も報告されている現状であります。本市においては、市営バスはスクールバ

スとしても運行し、なくてはならない基幹交通の一つであります。高齢者の通院手段とし

て福祉的側面も有しており、多くの方が必要の重要性を感じていらっしゃいます。また、

同じくＪＲ山陰本線も、通勤・通学の手段としてはなくてはならないものであり、本市発
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展の核となり得るものであります。しかし、本市においても他の例にもれず、ダイヤの問

題と、また、これに伴う乗り継ぎ時間の短縮など、多くの課題を抱えている現状でありま

す。当然、利便性の向上を図るには、一定の経費がかかるわけでありますが、経済・教育、

また福祉・環境などあらゆる側面から総合的に考えてみますと、予算を重点配分してでも

利便性の向上に努めることが重要であり、また地域の皆さまも切に願っておられることと

考えます。そして、またこのような観点からＪＲ園部以西の船岡・日吉・鍼灸大学前・胡

麻の４駅にもイコカ対応の改札機設置が必要であると考えます。イコカとは皆さまご存知

かと思いますが、ＪＲ西日本が発券する定期券や切符をＩＣカード化したものであります。

特に京阪神や明治鍼灸大学へ通勤・通学されている皆さまの中には、不便さを感じている

方が少なくないと思われます。平成２１年の春には京都・園部間は完全複線化になり、利

便性が大幅に向上をいたします。しかし、本市の掲げる均衡ある発展のもとでＪＲ園部以

西の鉄道利用者並びに市営バス利用者が、ダイヤをはじめとする利便性の向上をまったく

享受できない状況は、絶対に避けなければならないと考えます。今後の具体的な取り組み

や展望について、市長のご所見をお伺いいたします。 

  最後になりましたが、子ども農山漁村交流プロジェクトについて、お伺いをいたします。 

先月の終わり、８月の３１日であったかと思います。文部科学・農林水産・総務の３省

が連携し、子ども農山漁村交流プロジェクトを実施すると発表されました。この事業は全

国すべての公立小学校児童を対象に、農山漁村で長期宿泊体験を行うというものでありま

す。まず２００８年度に全国で４７０、各都道府県に約１０校のモデル校と、各都道府県

に小学生１学年単位１００人規模で受け入れ可能なモデル地域、全国４０ヶ所を設定し、

地域でのワークショップなどを通じた受け入れ計画の作成、受け入れ拠点施設、廃校改修、

研修施設の整備などを総合的に支援をし、５年間で受け入れ地域を全国約５００地域に拡

大する計画で、完了すれば２万３，０００の公立小学校すべてにおいて実施し、１２０万

人が参加できるようにすることを目標に掲げられております。目標の１２０万人は全国の

１学年の人数に匹敵するもので、この事業が完全に開始されれば、全国すべての児童が小

学校在学中に一度は体験するという、たいへん規模の大きい事業であります。体験活動の

内容は、高学年の児童が農家や民宿に１週間程度宿泊し、実施時期により田植えや稲刈り

などの農作業を体験するというもので、農山漁村の小学校児童も農村から山村、漁村へ行

くなど、互いに環境の違う地域で宿泊体験をするようであります。このプロジェクトの狙

いは、文部省は自然の中での体験で児童の学習意欲や思いやりの心が育まれるとし、農水

省は都市との交流が農山漁村の活性化につながると説明しているようであります。そこで

本市はこのプロジェクトに教育・地域振興の二つの観点からどのような対応を図るのか、

市長並びに教育長の見解をお伺いいたします。 

  以上で、壇上での質問を終わらせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 仲村学議員の１回目の質問が終わりました。 

答弁を求めます。 
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  佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） それでは、仲村議員のご質問にお答えをいたします。 

  大規模地震の発生についての防災体制について、ご質問の中でもるるご指摘いただきま

したように、地震災害っていうのはたいへん急なことでもありますし、また人命に対する

危機という部分におきましても大きな市にとっても課題だと、この防災対策っていうのは

大きな課題だというふうに考えております。先だってのご質問の中でもお答えをさせてい

ただきましたが、８月に京都府から発表されました活断層に対しましての詳細な内容が、

まだ私どもも説明を受けてない状況でございます。こういったなかでこの状況、大変こう

私にとりましても衝撃的でございました。こういうことも詳細をお聞きするなかで、今後、

市としての地域防災計画の内容につきましても検討を加えていかなければならない、こう

いうような状況にもあると思います。また、１０月から開始されます緊急地震速報、こう

いうようなことをいかに市民の皆さん方に伝達する、また防災無線等の拡充、またＣＡＴ

Ｖ等の活用、こういうようなことにつきましても、今後十分に検討し、早期に実施してい

かなければならない課題だというふうに考えておるところでございます。何はともあれ、

この活断層地震に対する詳細な報告を早急にお聞きし、こういった対策を進めてまいる決

意をいたしておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

また、ライフライン等の復旧活動につきましては、まさに復旧の中で、この部分が市に

おきましても重要な課題になってくるというふうに考えております。電気、また電話等に

つきまして、また上下水道につきましても、京都府や、また関係の機関を通じまして、広

域的な支援、相互応援協定等を結ぶなかで、復旧体制の確保に努めておるところでござい

ますけれども、今後とも先ほど申しました地域防災計画とも絡みまして、市民の皆さん方

とともに避難訓練等そういった活動につきましても、早急に検討をしていかなければなら

ない、このように考えておる次第でございます。大変これも不安という部分が大きくなる

ということでございます。市民の皆さん方の安全、十分に確保するために、この策定にも

充実にも努力をしていきたいと思っておりますので、今後とものご指導、また、ご協力を

賜りますようお願いを申し上げる次第でございます。 

  次に、交通網の整備につきましてご質問がございました。 

ＪＲ山陰本線、園部までの京都園部間の複線電化、ご指摘のとおり２１年ということで、

今、進めていただいておるわけでございますが、園部以西の複線化の問題、これは決して

忘れておるわけでもございませんし、引き続きこの課題につきましては山陰本線京都中部

複線化促進協議会のもと、関係市町村や、また府と連携をしながら、その実現方について

努力をしていきたい、このように思っておるところでございます。 

また、この園部までの複線化の中で、その以西のダイヤにつきましても、それぞれ利用

者の皆さん方やダイヤ改正につきましても要望をお聞きし、この促進協議会とともにその

要望活動を積極的に進めていきたい、このように考えておるところでございます。 

またバスの問題につきましては、南丹市公共交通会議におきましても、今、ご意見をい
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ただくよう、これからの審議の中でご検討をいただくことになるというふうに思うわけで

ございます。この点につきましても議員ご指摘のように、公共交通機関の充実、これは市

民生活の中でも重要な課題であるというふうに考えておりますので、今後とものご理解を

賜りますようお願いを申し上げます。 

またＪＲ線の園部以西のイコカ対応改札機、これはたいへん利用者の皆さん方からも、

私も聞いております。やはりＪＲ使って、どこまでしか使えないということはおかしいの

やないかというご意見も十分聞いておりますので、このイコカ対応改札機の設置について

は先ほど申しましたダイヤ改正も含めまして、ＪＲ西日本さんに要望をしていきたい、こ

のように考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

  次に、文部科学、農林水産、総務、３省で実施を決定いただきました子ども農山漁村交

流プロジェクトにつきましては、私はそのプロジェクトの概要を今、お聞きしましたけれ

ども、私はこの内容につきましては地域活性化、また都市交流というわが市にとりまして

も大きなチャンスであるというふうに捉まえております。美山町では平成１４年より毎年、

中学校・高校生の修学旅行の受け入れ、これもやっていただいておりますし、こういう基

盤があるのではないかというふうに思っておるところでございます。こういったなかで美

山のみならず南丹市全域でも、こういうこのプロジェクトに対応できるようなことができ

るんじゃないかというふうな思いをいたしております。今、まだ詳細についてのことが分

かりませんし、また教育委員会サイドでもご検討いただくというふうにお聞きしておりま

すので、また詳細を詰めながら、この誘致といいますか、実行に努力をしていきたいと、

このように考えております。あと詳細、教育面につきましては、また教育長の方から答弁

をさせていただく予定にしております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 続いて、答弁を求めます。 

牧野教育長。 

○○○○教育教育教育教育長長長長（（（（牧野牧野牧野牧野    修修修修君君君君）））） 仲村議員のご質問にお答えをいたします。 

  総務省をはじめ３省において、小学生に農家などで１週間程度の宿泊体験をする子ども

農山漁村交流プロジェクトが発表されましたが、議員ご指摘のように全国２万３，０００

校、１学年に１２０万人を目標ということで体験活動を展開することを目指し、平成２０

年度の取り組みにつきましては、農山漁村での１週間程度の宿泊体験活動をモデル的に実

施し、これらの活動を通じて課題への対策、ノウハウの蓄積等を行い、セミナーなどによ

る情報提供を行い、体験活動の実施に向け関係機関での情報の教育化を図り、地域の自立

的な活動につなげていくことが、本プロジェクトの基本方針とされております。本市にお

きましては、大半の小学校におきまして、農業に関連する体験活動、田植えや稲刈り、野

菜作り、そして茶摘みなどを行っております。また、５年生を中心に海の宿泊体験活動を

実施し、また京の夢未来体験活動などを実施しているような状況であります。また社会教

育の分野におきましても同様のことを行っておりまして、海での活動というようなことに
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地引網を含めて、実施しているような状況であり、体験活動の意義や重要性について理解

をした上で実践をしているところであります。現在、国におきましては学力についてのい

ろいろな論議があったことを踏まえて、中央教育審議会において学習指導要領の改訂等も

検討をされております。本市におきまして、今後、総合的な学習の時間や特別活動をはじ

め各教科等の特性を考慮し、教育課程の編成を進めるなかで、国の動向やまた府の動向を

注目して、このことについては対応してまいりたいと、このように思っておりますので、

ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 答弁が終わりました。 

仲村学議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１５１５１５１５番番番番    仲村仲村仲村仲村    学学学学君君君君））））    それでは数点におきまして、質問をさせていただきたい

と思いますけども。 

防災についてでありますが、やはりこの一言で、先ほども申しましたけども、防災とい

うのはたいへん範囲の広いことであります。情報伝達、耐震化、また被害想定、そして災

害時における医療施設など、多岐にわたるわけでございますけども、実際になかなか細か

なところがですね、対策が遅れておるというのが現状でありまして、補助金の問題につき

ましても、まず安全の点検というものを図ることが必要であると思うわけでございますけ

ども、京都府の方でもですね、住宅耐震診断事業費の補助金制度があるわけでありますけ

ども、本市においても、この制度を広めていかれるお考えはあるのか、また、この南丹市

独自でですね、たいへん財政事情が厳しい状況でございます。国交省の方はですね、各家

庭の耐震化ということも指導をしているようでありますけども、まったくそれに費用が伴

っていないのが現状でありますが、南丹市においてはですね、まず小学校・中学校と学校

においては耐震化の工事を行っていただいているわけでありますけども、現実的にこの間、

これも新聞で報道がありましたとおりですね、この近辺で亀岡は耐震改修状況が、これ進

捗率、亀岡８０．５％、京丹波町６２．１％、それに対しまして南丹市は５０．９％とい

うことで、全国平均の５８．６％を大きく下回る結果という状況が報告されております。

一刻も早くですね、小学校の、中学校の耐震改修っていうものを、より一層進めていって

いただかなくてはならないわけですけれども、各家庭における、そういう面での対策とい

うものを、もしご答弁いただけるようでありましたら、お願いをいたしたいと思います。 

  それとですね、また詳細にわたりましては引き続き、今後、質問をさせていただきたい

というふうに思うわけでございますけども、大地震が起こったあとの復旧体制ということ

でございます。電気・ガス、また道路、いろんなライフラインがあるわけでありますけど

も、本市におきましては市内全域でケーブルテレビ網を、構築をしていただいているわけ

でありますけども、今後こういうものにですね、さきほど市長も申しておられましたとお

りですね、ＣＡＴＶというものは双方向性のある光ファイバーの特性を生かしまして、防

災情報の伝達や安否確認などの活用も予定をしていただいているというふうに思います。

情報、そういう災害時におけます複数の情報ルートを確保するということは、たいへん重
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要なことで、私もありがたいことだというふうに思うわけでありますけども、特に大規模

地震っていうものが起こりました場合、やはり山間部の多い地域であります。土砂の崩落

なり、ケーブルテレビ自体が有線でございます。たいへん使用不可能に、大規模地震がき

た場合、たいへん不可能に、利用が不可能になる可能性がたいへん高いと、私は思うわけ

でありますけども、この辺がですね、大きな本線だけでもですね、バックアップ体制をひ

いておるようなところもあるようでございます。おかげさまでこの南丹市におきましては

ですね、地域防災行政無線を設置をいただいておりまして、これは旧日吉町で始めて対応

をしていただいたわけでありますけども、今後ですね、全市に広げていっていただくわけ

でございますけども、日吉町はアナログであると思うんですね。今後、改修をしていただ

くのはすべてデジタルというふうなことであるかと思うんですけれども、今後、日吉のア

ナログの防災行政無線をデジタル化にする予定はないのか、併せて、お伺いをしたいと思

います。 

  そして、もう１点ですね、ライフラインの関係でありますけども、また、ちょっと細か

くなってきますので時間の関係もございます。また次回に引き続きさせていただこうと思

いますが、以上ご答弁をいただきたいと思います。 

  そして、交通網の整備でございますけども、ぜひともですね、複線電化という園部以西

に関しての大きな目標はあるわけでございますけども、現実問題といたしまして、列車ダ

イヤの増発ということにですね、ぜひ力を入れてですね、少しでも２１年の園部までの完

全複線化に併せた形で、それ以降のですね、ダイヤの増発に力を注いでいただきたいとい

うふうに思います。 

また、イコカに関しましては十分理解をしていただいておるということでございました

ので、ぜひともですね、要望という形だけではなく、今後、南丹市として設置をしていた

だくというぐらいの意気込みでもって要望にあたっていただきたいというふうに思います。 

  最後に、子どもの農山漁村の交流プロジェクトでございますけども、大変これもつい先

日ですね、発表されたばかりのことで詳細について、もちろん、まだ情報の方が届いてい

ない状況ではあるとは思いますけども、いろいろＷＴＯにおける農業交渉などにおきまし

ても、たいへん農家の方、今後、関税の撤廃など、たいへん不安に思っていらっしゃるな

かでの、一つの朗報であるのかなというふうに思ったものですから、今回お伺いしたわけ

でありますけども、全国で行うということでございます。積極的にですね、こういう事業

に参加をしていただいてですね、私個人的には教育問題と地域活性化というのを同時にセ

ットで考えるっていうことは、ちょっと疑問を持つところもあったわけでございますけど

も、国として、施策としてやっていくということでございますので、今後とも、よろしく

お願いをいたします。 

  以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 答弁を求めます。 

  塩貝総務部長。 
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○○○○総務部長総務部長総務部長総務部長（（（（塩貝塩貝塩貝塩貝    悟悟悟悟君君君君））））    それでは、ただいまのご質問にお答えしたいと思いますが、

１点は住宅の関係のですね、耐震の補助の拡充をというようなご質問であったかという

ふうに思うんですが、今現在、一般住宅の耐震の診断補助ということで、診断されるた

めの補助ということで、国・府の制度に基づきまして、補助をする予定をしておりまし

て、１９年度すでに１０戸程度の要望があるというようなことで、予算化の計上をして

おります。独自では、今のところ制度化はしておりません。 

それから、防災無線の関係でですね、すでに日吉では整備をしておりましたけれども、

今年度から八木町以下ですね、八木・美山・園部というように、計画的に整備をしていこ

うということでございますが、今、整備をしておりますのはデジタル化の整備をしとるわ

けですけれども、日吉はアナログという話でございますが、将来的にどうかということで

すが、耐用年数等も勘案して、将来的にはそういうデジタル化にしたいということで考え

ておるところでございます。 

以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 牧野教育長。 

○○○○教育教育教育教育長長長長（（（（牧野牧野牧野牧野    修修修修君君君君）））） 教育振興と教育というような状況でございますが、この長期宿

泊活動に関わって、やはりモデル的に実施をされているような状況のところを見ました

ときに、やはり一つは受け入れ態勢がきちっとしているという状況ですので、いわゆる

宿泊関係の施設関係だけでなくて、いわゆる指導員等のスタッフ、あるいは夜間等のボ

ランティアなど、いわゆる宿泊活動の従事だけでなくて、そのスタッフ等の状況が十分

整備されているところにおいて、成功しているというような状況を垣間見ているような

状況でございます。今後、この小学校においての１週間程度というのは、従来、修学旅

行においても１泊２日というような状況ですので、この長期宿泊、しかも家庭から通う

ということじゃなくて泊まるということについては、いろいろ関連に関わってクリアし

なければならない課題が多いのではないかなと、そういう意味では受け入れ地域の、い

わゆるモデルとして、来年度実施をされるわけでありますが、その如何ということは注

目をして見てまいりたいとこのように思いますし、また教育改革の動向についても、や

はり我々は注視をしなければならないと。この１週間程度は、今、中央教育審議会で検

討されております週１時間プラスアルファというような状況を、すべてこの宿泊活動で

費やすということで、この辺の配慮をどのようにしていくかということも大きい課題に

なってまいろうと、このように思いますので、この交流プロジェクト、たいへん大きい

だけに、十分慎重に注目をして対応してまいりたいと思いますので、ご理解賜りたいと

思います。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 答弁が終わりました。 

仲村学議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１５１５１５１５番番番番    仲村仲村仲村仲村    学学学学君君君君））））    たいへん資料がどっかいきまして、ちょっとバタバタし

てしまいましたけども、見つかりました。ちょっと聞き漏らしましたので、最終、質問
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をさせていただきます。 

  大規模災害が起こりますと、災害対策本部の設置ということも考えられるかと思います。

この防災計画を見ますと、災害対策本部の設置というものは原則として、総務部総務財政

課に設置するとなっております。大規模地震により総務財政課が使用不可能となった場合

は、ただちに各支所をはじめ、公共の施設の被害状況を調査し、安全が確認された施設で

市長が認めになるというふうになっております。その対策本部はですね、この本庁に設置

をされると思うわけでございますけども、この本庁のですね、耐震設備というのはいった

い大規模地震ですね、震度６であったり７であったりと、そういう大規模地震に対応がで

きるのか、十分対応がなされるのかという点とですね。それとですね、もう１点がですね、

ライフラインの関係でございます。先ほど申しました光ファイバー網でございます。今ま

ででしたら、例えば、万が一震災が起こったあとに電気が復旧され、またガスが復旧され

というようなことを、都市ガス通っておりませんけども、そういうことがあったわけでご

ざいます。今度はですね、今まで電波で来ていたテレビがこの一部、地上デジタル化にな

ってもですね、視聴が可能な地域も八木･園部では出てくると思いますけども、特に山間

部であります日吉・美山においては、ほぼ全域が光ファイバーという有線でテレビを見る

ことにも、また、なります。やはり耳だけではなしに映像から入ってくる情報というもの

は、大変そういう災害時においては心の面でもですね、たいへん頼りになるものであると

いうふうに思うわけでございますけども、電気は復旧しました、テレビはつかないという

状況があってはならないと思うわけでございますけども、もし光ファイバー網がだめにな

った場合ですね、どの程度ですね、復旧に見込みが想定をされておるのか、また復旧に関

するそういう業者との連絡体制っていうのは密にされておるのかということを、ちょっと

お伺いを、最後にいたしたいというふうに思います。 

  以上で、答弁をいただきまして、私のすべての質問を終わらせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 塩貝総務部長。 

○○○○総務部長総務部長総務部長総務部長（（（（塩貝塩貝塩貝塩貝    悟悟悟悟君君君君））））    ただいまのご質問でございますけれども、災害対策本部の設

置ということで、本庁舎に設置をするということでございますが、耐震性の問題があろ

うかというふうに思います。今、耐震性の点検等をですね、学校を中心に点検をしてお

るところでございまして、それに基づきまして、緊急度の高い所から整備計画をいうこ

とで、今、検討委員会の方で検討しておるところでございます。その他の公共施設につ

きましても、そういった問題が非常に危惧されますので、今後、順次計画的に、また本

庁の庁舎も含めてですね、耐震性の検査といいますか、をしていきたいというふうに思

っております。 

  また、ライフラインの関係で光ファイバー、有線でございますので、そういったものが

崩壊するというようなことも、一定考えられます。この辺の関係につきましては、災害の、

一定、公共機関等々をですね、協定ということで結んでおります。これは京都府の防災計

画の中でそういった協定が結ばれております。主として個々に、個別の協定というのは消
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防活動の相互応援協定が主でございますが、その他の協定につきましては大規模な災害等

を想定してですね、京都府の防災計画に基づいて、各機関と協定をしているという、そう

いったなかで、いろんな地方の公共機関、あるいはまた、地方行政機関等々の機関との協

定の中でですね、特にそういったライフラインにつきましては、ＮＴＴの園部の美園町に

あります、そういった機関とのこともありますし、そしてまた振興局とも、一定そういっ

た施設を、一定借用できるというようなこともございますので、そういった府公共機関と

の協定の中で対応をしていくということで、今現在のところ対応するということになって

おるところでございます。 

よろしくご理解いただきたいと思います。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 仲村学議員の一般質問が終わりました。 

ここで暫時休憩とします。 

  １１時２５分から再開したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時１１１１５５５５分休憩分休憩分休憩分休憩    

…………………………………………………………………………… 

午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時２２２２７７７７分再開分再開分再開分再開    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） それでは休憩をとき、休憩前に引き続き会議を続行します。 

  次に１６番、外田誠議員の発言を許します。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１６１６１６１６番番番番    外田外田外田外田    誠誠誠誠君君君君）））） ただいま議長のお許しを得ましたので、一般質問を行い

ます。一般質問１６人目ということで、９月議会最後の質問でございます。 

どうかよろしくお願いを申し上げます。 

        今議会も南丹市のより良い発展のために、市長と議論できることを本当にうれしく思

っております。市長にご質問をいたしますけれども、必要に応じて、担当部長もお答えを

いただきたいと存じます。 

  まず、国道１６２号線並びに府道京都広河原美山線の整備改修についてであります。 

ご承知のとおり、国道１６２号は美山町を南北に縦断する、京都市内を起点に福井県敦

賀市に至る広域幹線道路であります。元来、狭隘でカーブも多く、早くから改良要望が地

元を中心に強く出ておりました。そのようななかで、京都市は国道１６２号の改良に積極

的に取り組んでおられます。今年度に入り遅れておりました周山バイパス約２㎞が供用開

始をされ、川東第一工区８５０ｍも、今年度中の供用開始の予定であります。今後の予定

として栗尾バイパス、栗尾峠のトンネル化でございますけれども、これの４．３㎞、そし

て川東第二工区１．３㎞、そして高尾地内の現道拡幅７００ｍの道路改良が行われ、完成

すればアクセスが格段に良くなります。美山町内においても、深見トンネルや棚バイパス

などの改良が進み、残るは地元の長年の悲願であります九鬼ヶ坂峠付近の改良を残すのみ

となりました。九鬼ヶ坂峠は美山町を東西に分断しており、急カーブも多く、交通事故の

発生も多く、トンネル化や開削の要望が出ております。府は長年調査費は付けてくれてお

りますけれども、本格的な動きは、まだございません。南丹市を挙げての取り組みが必要
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と考えますが、市長のご所見をお伺いいたします。 

続いて、府道京都広河原美山線の改修についてであります。 

ご承知のとおりこの府道は国道１６２号安掛地内からかやぶきの里、自然文化村、芦生

原生林へ向かうルートであります。由良川をさかのぼる唯一の生活道路であるとともに、

年間７０万人を超える観光客が観光バスやマイカー、バイク、自転車で通行する観光道路

でもあると、私は考えております。高松橋の架け替えや、内久保緊急防災工事、あるいは

府単費による小規模の改良工事等、少しずつ進んでおりますが、まだ観光バス等が離合で

きない箇所がございます。特にかやぶきの里までは一地方道という考えでなく、南丹市の

発展を支える優先順位の高い道路であると私は考えますが、市長のご所見をお伺いいたし

ます。 

  次に農地・水・環境保全向上対策についてであります。 

先月、京都府と南丹市によります本対策の事務担当者の説明会がございました。新対策

は、農地を農家だけでなく地域で守っていこうというものであり、ある一定の評価はいた

すものであります。短い取り組みの期間でありましたけれども、京都府・南丹市、そして

ＪＡの努力により、南丹市の１００を超える集落組織が手を挙げられ、南丹市市内の農地

の約７７％、１，８００平米がカバーできたということは大変うれしく思います。しかし、

今、現場で大きな混乱が起きていることはご承知であろうと思います。事務作業の問題で

あります。複雑で、そして作業量も多く、対応できない組織もあるのではないかと思いま

す。説明会でも多くの方から不満・不安・要望等が出ておりました。そこでお尋ねをいた

しますけれども、本対策は５ヶ年の対策でありますけれども、途中で脱退することは可能

でありますか。二つ目、事務作業の簡素化、負担軽減はできないのか。三つ目、対策の途

中に近隣の組織同士の合併統合は可能か。四つ目、説明会にＪＡの出席がなかったわけで

すけれども、ＪＡの役割はどのようになっているのか、ご答弁をお願いいたします。 

  続きまして、吉富駅西地区土地区画整理事業についてであります。 

旧八木町時代から計画されておりました本事業がいよいよスタートをいたします。ＪＲ

吉富駅、そして京都縦貫道のインターチェンジが近くにあり、立地条件としてはたいへん

恵まれております。この事業にかける地元の期待をひしひしと感じながらも、今の計画の

ままで本当に大丈夫か、心配をいたしております。そのなかで四つの質問をいたしたいと

思います。一つ目は、地元組合、今組合員が５５名というふうに聞いておりますけれども、

この組合で金融機関から約３０億を超える額を借入をしなければならず、他の区画整理事

業に比べて負担が大きすぎると思うが、どうでしょうか。二つ目、小山東地区、また内林

地区や、また、いわゆる塩漬けの土地の売却、このことも早急に行わなければならないわ

けですが、これに対する影響はないのか。三つ目、公共減歩が少ないということは地元負

担が多いということでございますけれども、もう少し公共的な土地利用を増やすことはで

きないのか。案としては市営駐車場等々、そういうものが可能かどうかということでござ

います。四つ目、５５０区画、約７㏊の土地を地元組合で売却、販売しなければならない



 - 21 - 

ということでありますけれども、土地販売に対する市の対応はどのようになっているのか、

この点をお聞きいたします。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    外田誠議員の１回目の質問が終わりました。 

  答弁を求めます。 

  佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） それでは、外田議員のご質問にお答えをいたします。 

  国道１６２号並びに府道広河原美山線、これにつきましての整備につきまして、ご質問

をいただきました。 

まず１６２号につきまして、議員ご指摘のとおり、今、国・府、積極的なお取り組みを

いただいております。南丹市内におきましても、まもなく棚バイパスが開通するという段

階まで来たわけでございます。こういったなかで京都府におきましても、棚バイパスの完

成後の整備区域として、この九鬼ヶ坂峠の改修を位置づけていただいておりますし、今、

企画調査もしていただいておるところでございます。先般も周山バイパスの開通式、私も

出席させていただきました。このときも国交省ご当局とお話をいたしておりましたところ、

そのように認識をいたしていただいております。また先般国交省の方とも再びお会いしま

したときに、強くこの部分で要請をいたしておきました。１６２号、この改良工事を続け

ていただいております。こういったなかで、まさに京都南丹市、そして若狭地域をつなぐ

という、たいへん重要な路線であるというような位置づけの中で、また南丹市内におきま

しても美山町内、たいへん幹線道路としての役割が大きいございます。こういったなかで

の早期の改修実施に向けて、これからも京都府、また国に対しましても要望をしていきた

い、このように考えておるところでございます。 

また府道京都広河原美山線につきましては、ご指摘のいただきましたように高松橋、ま

た法面防災工事等の実施をいただいておるわけでございます。一昨年の冬の豪雪、このと

きに知井地区をはじめとするあの沿線の状況を考えるとき、交通安全の問題も含めまして、

この道路の改修っていうのは、地域にとりましても、また南丹市にとりましても重要な課

題だというふうに、私も認識をいたしております。こういったことも含めまして、京都府

に強く要望はしていきたい、このように考えておるわけでございますし、先立っても申し

上げましたが、道路財源の確保、これは南丹市にとりまして、大きな課題であるというふ

うに考えておりますので、この大本の件につきましても努力をいたしてまいりたく思って

おりますので、議員各位のご理解を賜りますように、お願いを申し上げる次第でございま

す。 

  また農地・水・環境保全向上対策、この件につきましては、先立ってのご質問にもお答

えをいたしたわけでございますけれども、多くの市民の皆さま方のご理解、また、ご尽力

を賜るなかで、南丹市域において多くのお取り組みをいただいておりますこと、重ねて感

謝の意を表する次第でございます。しかしながら、ご質問にございましたように、事務の
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簡素化を求める声も強うございますし、また実施できないという方につきましても、組織

づくりに時間がかかる、また手続きが非常に困難であるというふうなこともお聞きいたし

ておるところでございます。私どもといたしましても、継続して実施いただけるように、

また新たなる参画もしていただけるように、努力をいたしてまいる所存でございますし、

また様々なご意見を賜るなかで、このことの継続実施、また、さらに多くの皆さま方にご

参画いただけるように、国や、また府に対しましても、要望・提言をいたしていきたい、

いうふうに思っておる次第でございます。先ほど詳細についてご質問がございましたが、

後ほど、担当の部長の方からお答えをさせるようにいたします。 

  次に、吉富駅の西地区土地区画整理事業でございますけれども、準備組合の理事さんを

中心にして、長年に渡りご尽力を賜ってまいりました。こういったなかで、皆さま方のご

同意をいただくなかで、土地区画整理法第７５条の申請が南丹市に出されるなか、過日は

京都府都市計画審議会において、市街化区域の編入並びに用途地域について審議され、本

年１１月には市街化区域への都市計画決定が成されたところでございます。 

ご質問にございました、まず負担が大きいという課題でございますけれども、今現在、

土地区画整理事業における土地利用計画につきましては、準備組合と協議は行っている状

況でございます。今後においても協議を重ねるなかで、できる限り組合の皆さま方のご意

向を受けた形で、土地利用を図られるよう行政といたしても努力をいたしていきたいと、

このように考えておるところでございます。 

また、先ほどご指摘のございました長期遊休土地、こちらも南丹市としても売却等の手

続きをしていかなければならない、こういうふうに考えておるところでございますけれど

も、このことにつきましても、ともに有効に活用できるよう、また売却もできるように、

ともに努力をしていかなければならない、このように考えておるところでございます。 

また保留地の部分、これにつきましても、ご質問いただいたところでございますが、一

部工業系の宅地計画を成されておるわけでございます。そして企業誘致の部分もございま

す。このことにつきましても、積極的に進めるなかで、組合さん、そして市と連携を強め

ながら、組合の負担軽減のために努力を続けてまいりたい、このように考えておるところ

でございます。いずれにいたしましても、この長年に渡る大きな課題でありました、吉富

駅西地区土地区画整理事業につきまして、地元住民の皆さん方の強いご尽力、また、ご熱

心なお取り組みによりまして、今日まできたわけでございます。何とか、市といたしまし

ても、ともに力を連携を強めまして、この事業成功に向けて努力をいたしていきたいとい

うふうに考えておりますので、今後とものご理解、そして、ご協力を賜りますように、お

願いを申し上げまして、答弁といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    続いて、答弁を求めます。 

  西岡農林商工部長。 

○○○○農林商工部長農林商工部長農林商工部長農林商工部長（（（（西岡西岡西岡西岡    克己克己克己克己君君君君））））    外田議員さんの農地・水・環境保全向上対策について

の関係の事務の煩雑さの関係で、ご質問がございました。これについてお答えをしたいと
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思います。 

この制度が初年度ということで、当初、そういった制度の説明会の終了後、この７月か

ら今年の９月にかけまして、事務手続きに対する説明会を実施をさしていただいたという

ような状況になっております。これは年度当初に採択申請を地元からいただきまして、そ

れに基づきまして協定書を取りまとめをして、事業を実施をしていくということで、この

部分につきまして、事務の関係の説明会をさしていただいたということでございます。こ

の関係によりまして、本当にその入力手間、それと領収書等の整理、そして活動の、いわ

ゆる出ていただいた方の記録、こういったものを日々をやっていただくというような、こ

れは執務に応じてですが、そういった作業を全部記録していただかんなんということで、

最終的には来年の、いわゆる３月末には実績報告を出していただくという予定で、今、進

めておるというような状況になっております。一部の地域では、いわゆる説明会を実施し

た、事務手続きの説明会を実施しましたところ、事務が煩雑やと、このままではできない

というような申し入れの集落についても、一地区ございました。こういった集落に対しま

して、いわゆる来年の１月から２月にかけては、個別ヒアリングを実施していきたいなと

いうように考えております。こういった集落においては事務の指導をしながら進めていき

たいなと考えております。特に美山町におきましては、中山間地域の直接支払い交付金と

合わせまして、ほとんどの集落で取り組んでいただいております。こういった部分で小さ

な集落の、本当に活動・組織が多いということで、また地域振興会の方と事務局の方と合

わせまして連携をしながら、そういった集落に個々に説明をしていきたいなというような

配慮を考えておるところでございます。この一応、手挙げ方式ですので、手を挙げられま

した、これは５ヶ年の計画で実施をいたしております。これが５年間の計画ですので、取

りやめが可能かどうかということにつきましては、これは京都府と協議をしながら進めて

いきたいなあというように考えておりますが、事務的に聞いておりますと、可能であると

いうことも聞いております。事務作業の軽減化につきましては先ほど説明しましたように、

事務の整理・統合・簡易な様式へのということで、国・府の方に要望をしておるというよ

うな状況でございます。それと合わせまして、こういった小さな集落の合併統合が可能か

どうかと、これにつきましても、いわゆる例を挙げますと日吉町では何集落が寄っていた

だいて、統合して、これに取り組んでいただいておるといった所もございます。そういっ

た部分で１年目はこのままの状況になりますが、２年目からは、そういった統合も可能と

いうことも聞いております。こういった部分も地元に個別に、いわゆるヒアリングを実施

した際に、そういったご指導も合わせてやっていきたいというように考えております。 

それと、この７月から９月にかけての説明会のＪＡの出席がなかったがどうか、という

ことについて、これは行政と、そのＪＡと一体となって進めておるというのが実際でござ

います。しかしながら、共同活動については、地域の方々にこういった部分でお願いした

いということを行政の方から説明しておるわけなんですが、農地・水・環境保全向上対策

につきましては、二階の部分もございます。こういった営農支援活動もございます。こう
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いった部分と合わせまして、今、ＪＡの方と一緒になって動いておりますので、ご理解賜

りたいと思います。 

  以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    答弁が終わりました。 

    外田誠議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１６１６１６１６番番番番    外田外田外田外田    誠誠誠誠君君君君）））） 今、お答えをいただいたところでございます。 

        まず、１６２号線についてでありますが、本日、「総合振興計画・基本計画」という

ものをお配りをいただきました。実は少し前に私も中身、見させていただいたことがあっ

たわけですが、そのなかで４７ページ第３章、人・物・情報を高度につなげるというとこ

ろで、道路網のお話がこのなかで出てまいります。そのなかで私が気になったのは１６２

号線の記述が、第１章４８ページにはないわけですね。南丹市内の基幹道路という位置づ

けになっておると。私から申し上げれば、広域の本当の基幹道路であるのではないのかな

あと。特に新市建設計画のなかでは、そのなかで国道９号、あるいは４７７号、３７２号

と同列で１６２号線が記述をされております。しかしながら、今回、この基本計画を見ま

すと、そういう取り扱いになっていない。高速道路につながるうんぬんということがある

のかもしれませんけれども、その代わり本市を通っていない国道４２３号線の記述が入っ

ております。必要な道路であろうというふうに思いますけれども、これはどういうことな

のかと。１６２号線を市長が、今、あれほど大切に十分に要望して、これしていかなあか

ん道路やという位置づけがあるのと、この基本計画との位置づけとはずれとんじゃないか

と。この基本計画はこの後、今度、実施計画に移っていくと、そのなかでこの整合性はど

うなんやと。特に美山町地域においては、鉄路はございませんし、１６２号線しか、国道

はないわけです。近隣がこれだけ整備を進めていただいておるなかで、この１６２号線の

位置づけが市長の答弁とちょっとずれとるんじゃないかと、まず、その点、お伺いをいた

したいと思います。１６２号線について、どのようにお考えか。市長は国道１６２号線の

小浜南丹間道路推進期成同盟の理事もされておられるはずでございますので、その点お願

いしたいと思います。４８ページの下の方にも推進協議会等、４２３号線並びに４７７号

線等々記述があるわけですが、１６２号線についてはない、この点たいへん、私は漏れ落

ちではないかという思いがいたしておりますけれども、その点についてお聞かせを願いた

いと思います。 

そして、私なぜこの点を申し上げるかといいますと、８月３１日の京都新聞に「京の

道・十ヵ年計画」というものが、今後、策定されるという記事が出ております。私もこれ、

ものすごく気になりまして、いろいろ調べさせていただいたわけですが、今後の１０ヶ年

の道路、京都府内の道路の優先度を決めると、そのための指標を作っていく、そのための

会議であるということであります。その委員の中、いろいろ学者先生であったり、そうで

すね、自治体の代表者であったり、いろいろ出ていただいておりますけれども、やはりそ

のなかに入っていかなければ、道路整備が遅れるということは確かなようでございます。
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この検討委員会、府の道づくり検討委員会というふうに申すそうでありますけれども、基

本的には府の単費事業は除いて、国庫の１億円以上の補助事業を対象に検討するというこ

とのようでございますし、そして、道路整備事業の優先順位を第三者機関に判断を求める

と。私なりの判断ですけども、この「京の道・十ヵ年計画」の上位に入らなければ、国庫

補助事業、特に道路事業が、補助が受けにくくなって、いろんな整備が遅れるんではない

かというふうに私は思っとるわけですが、その点市長のご見解を求めたいと思います。こ

の場合どうしても総合計画、あるいは実施計画のなかにどういう形で入ってくるのかが、

やはり、これに反映してくるのではないかなというふうに私自身は考えておりますので、

その点のお答えをいただきたいと思います。 

そして、京都広河原美山線につきましてですけれども、私自身少しご提案をさせていた

だきたいと思うんですが、本年度、国交省の新規事業で日本風景街道という新たな事業が

取り組まれておるようでございます。私もあまり中までは少し、調べきれませんでしたの

で、ちょっと中途半端な質問で申しわけございませんけれども、観光地へのアクセス道路

の改善や景観に優れたまちづくりを支援するというようなことのようでございます。私自

身この事業が京都広河原美山線、そして国道１６２号、そして綾部宮島線、この由良川の

上流域、美山町域ですけれども、これに特にあてはまるんではないかなと、こういう事業

を取り入れて整備ができないものかというふうに、私自身は考えたわけですけれども、そ

の点についてもご所見を伺いたいと思います。特に広河原美山線、かやぶきの里までは年

間観光バスが、一応、私のつかんでる数字では約１，０００台でございます。この１，０

００台というのは、ボランティアガイドで、観光バスがかやぶきの里まで来られて、ボラ

ンティアガイドがガイドを受け入れたバスの数ですので、ガイドのないというか、ガイド

を頼んでいないバスの数は、この何割か増しになるということで、５割増しくらいあるん

違うかなという話をしとるんですが、正確な数字としてバスの数というのはボランティア

ガイドでしか取れませんでしたので、これ以上のことは言えないわけですけれども、やは

り、それだけの方がこのルートを利用しておられるということで、やはり、何らかの新し

い施策が必要ではないかなと私自身思っておりますので、お答えをいただきたいと思いま

す。 

  それから今、農地・水・環境保全向上対策につきましては、きちっと西岡部長の方から

お答えを賜りましたので、今後とも集落の方へ出向いていただいて、細かな対応をいただ

きたいということと、それからやはり、我々も動いていかなければならないというふうに

思うわけですけれども、この制度自体の改善ですね。事務の簡素化であったり、いろんな

こと府なり、国へ要望を強めていただきたいということで、お願いを申し上げます。 

  そして、吉富の土地区画整理事業の関係でございます。私自身、地域が一生懸命やると

いわれるものに対しては、やはり支援をしていくべきであろうと思うわけですけれども、

この計画が当初、立たれたときから、やはり、いろんな経済状況の変化等々あるわけでご

ざいます。そのなかで土地区画整理事業、園部の横田については、もう完了し、うまくい
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ったわけですけれども、やはり内林であったり、小山東であったりっていう部分において

も、まだ残っておる部分があるということ聞いております。やはり、今までは旧町ごとの

取り組みでありましたけれども、南丹市全体としての総合的な土地利用の計画が必要では

ないかなあと。基本的に販売はその組合がされるということであるようですけれども、全

体的なことを見て最後には下手をすると、何十億、３０億を超えるといいましたけれど、

それにも利子がついてまいります。販売ができなければ、誰がそれを負担するのかという

問題点も生じてまいります。その点も含めまして、やはり公共減歩もある一定、できる範

囲やりつつ、また、どういう形で行政、市が対応、見直しをしたりお手伝いをしていける

のかということを、もう少し踏み込んで、そういう施策を打っていただきたいと思います。

今のままですと、やはり、地元負担がたいへん大きすぎるというふうに私自身思いますの

で、何らかの手が必要だというふうに思うんですけれども、その点も再度、お聞きをいた

します。 

  以上、第２質問といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 答弁を求めます。 

  佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） それでは、再質問にお答えをいたします。 

        １６２号、また広河原美山線のことにつきましては、私の思いは先ほど申し上げたと

おりでございます。今、総合振興計画との絡みの中でということでございました。ちょっ

と今、全体的を見てどういうふうにというお答えを、今、ちょっと差し控えさせていただ

きたいと思うんですけれども、当然、そういう思いの中で、今後の要望活動、また市の総

合振興に向けて、この１６２号というとらまえ方というのは、今、申し上げたようなとお

りでございますし、今後、先ほどご提言のございました府の検討委員会、こういったとこ

ろに対しましても、府を通じて要請をしていかなければならないし、アピールをしていか

なければならない、いうふうに思っております。 

また風景街道というふうなご提案といいますか、ございましたが、これは京都府が実施

されることなんですが、こういうあらゆるヒントになるようなお話につきましても、ご検

討いただくように、お願いを申し上げたいというふうに思っておるところでございます。 

  もう１点、土地区画整理事業につきましてのご質問いただきました。 

たいへんご心配いただいておりますこと、ありがたく存じております。また、こういっ

たなかで組合の皆さん方とも協議を深めながら、完成に向けて努力をしていきたい。十分

な連携をとる、特にご意見ご要望について、十分に話し合いを深めるなかで、こういった、

これから出てくる課題につきましても対応を考えていきたい、このように考えております

ので、ご理解を賜りますようによろしくお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    答弁が終わりました。 

        外田誠議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１６１６１６１６番番番番    外田外田外田外田    誠誠誠誠君君君君）））） いろいろ、この総合振興計画については、見方もあるよ
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うでございますけれども、載ってないという意味ではございません。主要道路でつなぐと

いうとこに載っとるというのは十分に承知をいたしております。ただ、新市建設計画の中

での取り扱いから後退しているというような感を受ける、というようなことを申し上げた

いと。やはり、同じ国道９号、そして４７７、３７２と同じ形、特に鉄路のない美山町に

とっては１６２号線は、これほど大切なものであるという認識を、きちっと持っていただ

きたいと、そのことを今回、申し上げたいと思います。そして地元では、やはり一生懸命

地域づくりに取り組んでおりますし、できるだけ我々も、こういう形で国・府、そして市

の方が一生懸命、地元の要望取り入れてやったろといっていただけるのであれば、私も一

生懸命に、この地元取りまとめに頑張ってまいりたいというふうに思っておりますので、

どうかお願いを申し上げまして、答弁よろしゅうございますので、私の第３質問とさせて

いただきます。 

        ありがとうございました。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君））））    外田誠議員の質問が終わりました。 

        以上をもって、一般質問を終わります。 

 

日程第日程第日程第日程第２２２２    議案第議案第議案第議案第９８９８９８９８号号号号からからからから議案第議案第議案第議案第１００１００１００１００号号号号までまでまでまで    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） それでは次に、日程第２「議案第９８号から議案第１００号ま

で」を、一括して議題といたします。 

        提案理由の説明を求めます。 

  佐々木市長。 

○○○○市市市市長長長長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納稔納稔納稔納君君君君）））） ただいま上程いただきました議案第９８号から議案第１００

号の議決を求める件につきまして、ご説明を申し上げます。 

        まず、議案第９８号、政治倫理の確立のための南丹市長の資産等の公開に関する条例

の一部改正につきましては、郵政民営化等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の

施行により、郵便貯金法が廃止されること及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行

により、同法の題名が金融商品取引法に改められることとなったため、本条例においても

所要の改正を行うものであります。 

  次に議案第９９号、南丹市国民健康保険条例の一部改正につきましても、前議案同様、

郵政民営化等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が平成１９年１０月１日より施

行されることに伴い、財産管理の方法について改正するものであります。 

  次に議案第１００号、平成１８年度（繰越）南丹市市営バス中型バス購入契約について、

でありますが、市営バス３台の更新に係る購入のため、去る９月７日、国内バス製造メー

カー系例販売会社全４社による指名競争入札に付し、５，６７８万４９０円で京滋日野自

動車株式会社、代表取締役谷輝夫氏が落札しました。納期は議会の議決のあった翌日から

平成１９年１２月２５日までであります。この契約を締結するために、地方自治法第９６

条第１項第８号及び南丹市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条



 - 28 - 

例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  以上、何とぞご審議いただき、議決賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 提案理由の説明が終わりました。 

質疑に入ります。 

  質疑の通告はありません。 

  特に、質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

  ただいま議題となっております「議案第９８号から議案第１００号まで」については、

お手元配布の議案付託表（その１）のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 

 

日程第日程第日程第日程第３３３３    議案第議案第議案第議案第７６７６７６７６号号号号からからからから議案第議案第議案第議案第８７８７８７８７号号号号までまでまでまで    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 次に、日程第３「議案第７６号から議案第８７号まで」を、一

括議題といたします。 

        これより質疑に入ります。 

  質疑の通告はありません。 

  特に、質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

  ただいま議題となっております「議案第７６号から議案第８７号まで」については、お

手元配布の議案付託表（その２）のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託いたしま

す。 

 

日程第日程第日程第日程第４４４４    議案第議案第議案第議案第８８８８８８８８号号号号からからからから議案第議案第議案第議案第９７９７９７９７号号号号までまでまでまで    

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 次に、日程第４「議案第８８号から議案第９７号まで」を、一

括して議題といたします。 

        これより質疑に入ります。 

  質疑の通告はありません。 

  特に、質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております「議案第８８号から議案第９７号まで」平成１８年度各

会計決算につきましては、議長及び監査委員を除く全議員を委員とする決算特別委員会を

設置し、付託いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○○○○議長議長議長議長（（（（高橋高橋高橋高橋    芳治君芳治君芳治君芳治君）））） ご異議なしと認めて、さよう決します。 

  なお、議員申し合わせにより、決算特別委員会の委員長には副議長の村田正夫議員、副

委員長には総務常任委員会委員長の谷義治議員にお世話になります。 

ご苦労ですが、よろしくお願いいたします。 

  以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

  次の本会議は、９月２８日再開いたします。 

  本日は、これにて散会いたします。 

  ご苦労でした。 

 

午後午後午後午後００００時時時時０７０７０７０７分散会分散会分散会分散会    

 

    


